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第５回糸島１市２町合併協議会 

 

平成20年４月10日（木）13：30～ 

前原市人権センター３階大会議室 

 

次   第 

 

１ 開  会 

２ 会長あいさつ 

３ 会議録署名委員の指名 

４ 協議事項 

（１）協定項目の調整について（第３回合併協議会資料） 

  ①協議第11号 協定項目３「新市の名称」について 

  ②協議第15号 協定項目17「公共的団体等の取扱い」について 

  ③協議第16号 協定項目19「町・字名の取扱い」について 

  ④協議第17号 協定項目23「都市計画の取扱い」について 

（２）提案事項（第５回合併協議会資料） 

  ①協議第20号 協定項目13「特別職職員の身分の取扱い」について 

  ②協議第21号 協定項目15「国民健康保険事業の取扱い」について 

  ③協議第22号 協定項目25「保育所の取扱い」について 

  ④協議第23号 協定項目27「福祉制度の取扱い」について 

５ 報告事項 

（１）協定項目６「新市基本計画」作成の基本的な考え方について 

６ その他 

（１）糸島１市２町合併協議会の開催日程（予定）について 

  ・第10回 平成20年６月20日（金）13：30～ 

  ・第11回 平成20年７月１日（火）13：30～ 

  ・第12回 平成20年７月10日（木）13：30～ 

  ・第13回 平成20年７月25日（金）13：30～ 
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７ 次回日程について 

  日 時：平成20年４月23日（水）９：30～ 

  場 所：前原市人権センター３階大会議室 

８ 閉 会 
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午後１時32分 開会 

○事務局（田浦） 

 定刻になりました。本日の出席委員は28人でございます。 

 定足数に達しておりますので、ただいまから開会をさせていただきます。 

 委員の皆様にお願い申し上げます。会議録作成の関係から、発言をされる際には市町名と

氏名を述べられ、マイクを使用しての発言をよろしくお願い申し上げます。 

○事務局（福嶋） 

 それでは、開会のあいさつを筒井副会長が申し上げます。 

○筒井副会長 

 皆さんこんにちは。年度が始まりますと、ふだんに加えまして大変お忙しい中、また小・

中学校の入学式等、大変ご多様な中でございますけれども、繰り合わせてご出席をいただき

まして、まことにありがとうございます。 

 ただいまから第５回の合併協議会を開会いたします。 

○事務局（福嶋） 

 続きまして、松本会長がごあいさつを申し上げます。 

○松本会長 

 皆さんこんにちは。今日が５回目でございます。これまで皆さん方に審議していただきま

して、全28項目中９項目につきまして審議決定していただいております。約３分の１がこれ

までに決定させていただいたということでございます。しかし、佳境に入るのは今からでご

ざいます。 

 先日、産直市場伊都菜彩の生産者大会というのがございまして、そこで若干合併の話をさ

せていただきました。合併について、今一生懸命協議中でございますが、住民の皆さん、そ

れぞれ不安があろうかと思います。疑問点もいろいろあろうかと思います。いろいろな情報

につきましては、逐一ネットなんかで、あるいは紙で流させていただきたい。ただ私ども、

合併してよかったと言われるような、そんな合併を目指して、今一生懸命皆さんで協議して

いただいておるし頑張っているんですよと、こんな趣旨の話をさせていただきました。まさ

しく気持ちはそのとおりでございまして、本当に１市２町、10万人の皆さんの大多数から喜

んでいただけるような、結果としてよかったと言っていただけるような、そんな合併を目指

してやっていきたい。皆さん方がかぎでございます。30人の皆さん方がその命運を握ってい
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ただいておる、こういうことになりますので、引き続きどうか前向きの建設的なご議論をお

願いしたいと思っております。 

 以上、よろしくお願いします。 

○事務局（福嶋） 

 ありがとうございました。それでは、会議に入りますが、協議会規約によりまして、会長

が議長を務めるとなっておりますので、会長、進行のほうをよろしくお願いします。 

○松本会長 

 では、私が議長を務めさせていただきます。進めさせていただきます。よろしくお願いし

ます。 

 会議の運営に関する規程、第２条第２項の規定によりまして、本日の会議録署名委員を指

名させていただきます。本日は楢崎勝宣委員、森園武彦委員、原田正成委員を指名させてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

 協議事項に早速入ります。 

 今日のレジュメ……（「すみません」と呼ぶ者あり）はい、どうぞ。 

○兵庫委員（二丈町） 

 協議に入ります前に、一言だけちょっとお願いがございます。よろしゅうございますでし

ょうか。 

○松本会長 

 はい、とうぞ。 

○兵庫委員（二丈町） 

 すみません、二丈の兵庫でございます。実はお願いと申し上げましょうか、確認事項とい

うような形になろうかとも思うんですけども、現在まで質疑決定というような形で、来たん

じゃないかなというふうに思うんですけれども、この採決の方法につきまして、これは私一

人かもしれませんけれども、どうもちょっとすっきりしないというか、これでいいのかなと

いう疑問をちょっと持っておりましたので、協議に入る前に一言お願いということでござい

ます。 

 と申しますのは、これはここに出てきておる委員は、みんな全員それぞれにいろいろなお

考え、またしっかりした意思をお持ちでお集まりと思っております。そういう意味では、最

終的に決定するときに、採決という形をこれは、挙手なりなんなり、やっぱり個々の委員の
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意思をはっきりさせて、１項目ずつ決定していくのが本来じゃないかなと、こういうふうに

ちょっと思っておりますので、この採決の方法につきましては、最終的には採決、挙手とい

うふうな形が望ましいんじゃないかなと、こういうふうに思っておりますので、ここはひと

つお願いというような形でいかがでしょうかということでございます。よろしくお願いいた

します。 

○松本会長 

 いきなり提案がなされましたが、今、委員がおっしゃったのは、採決の方法として、先ほ

どあいさつの中で、９項目決定しましたよと。その決定の仕方で、私が今までやったのが、

いわゆる簡易採決というやり方ですね。これはこの前、皆さんにお諮りしまして、「異議が

ございませんか」と。「異議なし」の声が多数あったと。別に「異議あり」の声はなかった

と。そういう雰囲気から、じゃあ原案どおり決定させていただきますということで決定して

きておりました。それをもうちょっとはっきりした形で手を挙げていただくか、もしくは起

立していただくかによって、一人一人明確な○か×か、意思を示してもらったほうがはっき

りするんじゃないかと、こういう意見ですね。今までのやり方はちょっと簡単過ぎるんじゃ

ないかというご意見なんですが、どうしますかね。どなたかほかにご意見ございませんかね。 

○兵庫委員（二丈町） 

 二丈町の兵庫ですけれども、今、会長から補足説明がございましたけれども、この規約の

中にも、当初、委員の全員がすべて協定項目といえども全員一致が基本である。さもなくば、

最終的には３分の２で決定していくということの規約にもはっきり出ておるわけでございま

す。と申しますのは、これは本当にいろいろな１市２町の自治体があるわけですけれども、

この自治体が一つになろうかというふうな大事な、本当に大事なところでございますので、

協定項目といえども、今後なお、いろんな意味で財政計画、新市計画ということになってく

ると、そういうふうなことで決定していただけると、非常にややこしくなってくるんじゃな

いかなと。なおかつこれが、申しますと、前回、前々回上程して、２回目の質疑、３回目の

採決という形になってくると、少し項目が多くなってくるんじゃないかなと。そうするとき

に本当に、皆さんこれを持って帰って、皆さんにまた住民会議に説明というような、そうい

う義務もあるわけでございます。そういう面で、こういう議論もしたけれども、最終的には

こういうことでしたと。そうせんと、ただ「異議がありませんか」、「異議なし」と。１人

か２人の人が言いさえすれば異議なしというふうな形になってくると、本当にそれでいいの
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かなと。これはやっぱりはっきり採決なりして、３分の２に達する賛成であったというふう

な形で次に進んでいくというのが、一番望ましいような気がしてしようがないわけですけれ

ども、ほとんど委員の皆さんも、そのようにお考えじゃないかなと思うんですけども、執行

部とか幹事会ではこういうお話がされたことがないんでございますか。 

○松本会長 

 その件、しっかり議論はいたしております。これまでの私どもの見解は、議論の雰囲気を

見ていて、そう議論の分かれる事項ではなかったと。それについては簡易採決でもいいと判

断して、議論はしましたけれども、簡易採決というやり方もある。それでいこうということ

でやってきておるわけで、今まではそういうことでございます。今、兵庫委員のご提案につ

きまして、ほかの方でどなたかご意見ございますか。はい、どうぞ。 

○柚木委員（前原市） 

 前原の柚木でございます。この合併協議会は、前回のときに楢崎委員がおっしゃったみた

いに、基本的には一番いい合併方法は何なんだということを協議する場だというふうに認識

して出てきております。それで、今３分の２以上の賛成があるという規約は存じております。

その３分の２に達しなかった場合は、その場でこの会議が打ち切りになるというふうにお聞

きしておりますが、まずその点を１点お聞きしたいと思いますが。 

○松本会長 

 ３分の２に至らずに否決となった場合、どうするかということですね。ちょっとミスリー

ドがあったかと思いますが、よくよくそのことについて調べましたけれども、再提案という

ことをそういう場合させていただきたい。今後においてはですね。 

○柚木委員（前原市） 

 再提案ということは、要するに３分の２に達しませんでしたということになると、また違

う方法でもう一回同じことを協議しましょうということですかね。 

○松本会長 

 だから、提案内容を修正といいますか、修正案を出すということも考えられます。 

○柚木委員（前原市） 

 そしたら、例えば、否決といいますか、３分の２いきませんでしたと言っても、この協議

会は続けられるというふうに理解してよろしいわけですか。 

○松本会長 
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 そういうことでございます。 

○柚木委員（前原市） 

 はい、分かりました。そしたら、一つのはっきりした形としては、それは採決をされても

私は構わないというふうに意見として申し上げます。 

○松本会長 

 ほかにございますか。はい、どうぞ。 

○浦委員（前原市） 

 前原の浦ですが、採決の方法については、今言われましたように簡易採決と起立採決があ

る。今までのことは僕はそれでいいと思うんです。それで、採決の方法につきましては、私

は会長に一任したいと思います。それで、会長が判断されて、これは簡易採決でいいなと。

ひょっとすると、ずっと簡易採決でいかっしゃあかもしれん。それで、会長一任ということ

でやったらいいっちゃないかな。かえって１つずつ全部挙手採決でやったり、起立採決しま

すと、いろんなところではっきりするものははっきりしようえて結論が出ますけれども、最

終的に結論出すのは、各町議会、市議会でございますので、はっきり言って私としては、採

決の方法は会長に一任ということがいいんじゃないかなと思います。（「賛成です」と呼ぶ

者あり） 

○松本会長 

 今、はっきりした形で採決でもいいんじゃないか。もう１つは、会長一任というご意見で

ございます。 

 ほかになければ──はい、どうぞ。 

○小河委員（志摩町） 

 志摩の小河です。確かに会長裁量ということで別に支障はないとは思いますが、やはり一

つひとつのことをきちっと採決をしていくということになりますと、どのくらいの人が賛同

があって、どのくらいの人が反対があったかぐらいのことはきちっと把握をしながら、この

会は進めていかないと、じゃあどこが３分の２をとるのかというのが明確に出てこんとやな

かろうか。そうしますと、やはり責任を持って委員としてここに出てきてあるなら、やはり

きちっと自分の意思を表示する、採決をきちっと挙手、それから起立でしていただきたいと

思っております。 

○松本会長 
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 大体意見出たようでございますので、ちょっと１分ほど休憩させてください。 

午後１時48分 休憩 

午後１時50分 再開 

○松本会長 

 それでは、再開させていただきます。 

 ただいまのご提案につきまして、原則挙手採決ということにさせていただきます。ただし、

全く簡易採決がないかというと、それは状況によります。数だけ確認しますので、どなたが

手を挙げた、挙げんやったかは記録はしません。そういうことでよろしいですか。返事がな

いようですが、いいですか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○松本会長 

 では、そういうふうによろしいですか。（発言する者あり） 

 ああ、そうですか。すみません。 

 ただいま最初に、兵庫委員からご提案があっておりました採決の方法につきまして、原則

挙手採決という方法をとらせていただきますが、よろしいでしょうか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○松本会長 

 それでは、協議事項に入っていきたいと思います。 

 今日は前回２回目の議論をしていただきました「新市の名称」、それから「公共的団体等

の取扱い」、「町・字名の取扱い」、「都市計画の取扱い」、これにつきまして、一応審議

決定までいきたいなと思っております。 

 最初に、「新市の名称」につきまして、前回まで意見を出していただきました。今回、３

回目でございます。新市の名称を糸島市とするということにつきまして、ご意見等お願いし

たいと思っております。 

○小河委員（志摩町） 

 志摩の小河です。前回の４回目の会議のときに、新聞報道のとおり読みますと、３通りの

提案がなされたというような書き方をされておりましたが、私はそれをお聞きしよって、す

べて反対であるという、全く違う意見ではなかったと思います。それで、糸島市というのは、

当初説明がありましたように、100年なり120年の歴史と伝統もありますし、現在に至っては
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「○糸（まるいと）」というブランド化された名前でございます。これをぜひ普遍のものと

して取扱いをしていただきたいと思いますし、漢字の糸島市で私はぜひお願いをしたいと思

っておりますので、よろしくお願いします。 

○松本会長 

 ただいま事務局原案を支持するご意見でございました。 

 はい、どうぞ。 

○新委員（前原市） 

 今、糸島市ということも結構でございます。ところが、市民なり住民の中には、ほかにも

あるじゃないかといういろんな意見も私のところには寄せられているわけでございますので、

この30名ぐらいの委員で、未来永劫ずっと続いていく新市名でございますので、もう少し慎

重に議論をしていただいて、そしてすべての10万人の糸島地区住民の理解のいくような形で

の新市名を決定していただきたいというふうに思っております。 

 というのが、こういうことがありました。30名ぐらいの委員で今後将来にわたっての新市

の名称をつけるには、少し軽率ではないかというような意見がありましたけれども、私はそ

れはないよといって大分反論しましたけれども、「こういう重要なことは、住民投票で決め

たがいいんじゃないですか。何で住民の意見を聞かずに決めようとするんですか」というよ

うな意見も出されました。あなたはじゃあ何がいいんですかと言ったら、それは住民みんな

が投票なり、あるいは賛同するような名称ならば、糸島市でも、あるいは伊都国市でも、伊

都市でも構いませんよというような発言がありましたので、もう少しこれは住民説明会を行

い、そして住民投票をしてでも、新市の名称は私は決めるべきだと。今日はこれを急いで決

めるべきじゃないというふうに考えて、ぜひこの採決は次か、あるいはもう少し幹事会で煮

詰めて、方法を考えていただきたいという思いでございます。 

○松本会長 

 ただいまのご意見は、この場の30人で決めるのではなくて、もうちょっと広範囲に意見を

聞いて、募って、その結果をもとに、もう一度審議して決めたらどうですかというご提案。

したがって、今日採決するのは、早過ぎはせんかというご意見でございますね。 

 ほかにご意見。はいどうぞ。 

○白石委員（志摩町） 

 志摩町４号委員の白石です。新市の名称につきましては、第３回協議会で会長提案として
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糸島市、そして第４回で伊都国市、前原市とお二人の委員から提案がございましたが、私は

糸島保健所、糸島消防署、糸島医師会病院、糸島クリーンセンターなど、糸島という名称が

１市２町の住民生活に深く根づいていると思います。それと、今現在の１市２町ですが、そ

の一歩前をたどりますと、糸島郡３町、そして今現在の１市２町に至っている町名の歴史を

考えますと、糸島市、一応会長提案を支持したいと思います。 

○松本会長 

 今のご意見は、原案指示のご意見でございます。 

 ほかございますかね。（発言する者あり） 

 今、新委員のほうから、市の名称について、住民投票をどうかというご提案がなされたわ

けですが、この糸島市という名称につきましては、以前、前回の合併協議会等から、この案

が有力ということで支持されてきたいきさつもございますので、その辺、住民投票というの

はちょっとどうでしょうかね。採決は次回送りとさせていただきたいと思うんですが、そこ

ら辺どうですかね。 

○新委員（前原市） 

 だから、この案としては、幹事会が持っている案は、それはそれとして尊重します。とこ

ろが、やっぱり糸島地区の住民の意見を聞かずに、ここで決定するのは時期尚早ではないか

というふうに思います。そして、住民説明会を行われて、そして糸島市にしようという考え

でいきますというようなことで説明会をして、異論がない、糸島市がいいよと言われれば、

それは私どもは尊重します。住民の意見を聞かないまんま、このまんま前回そうであったか

ら短絡的に、じゃあ糸島市が一番いいよというのであれば、私は問題が若干出てくるんじゃ

ないかなと。だから時期尚早ではないか。それで、採決をしばらく待っていただきたいとい

うようなことでございます。 

○松本会長 

 ただいまのご意見として、確かに承りました。今日は採決はしません。（発言する者あ

り）はい、どうぞ。 

○田中委員（二丈町） 

 二丈の田中ですが、意見、確かにそうだと思います。ただ、そのことだけで住民投票、じ

ゃあこの28項目はどうなんですか。30人で決めると言いよるでしょう。それを一つひとつを

住民投票なんていったら、とんでもないことになると思うんですが、さっきも決の採り方も
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含めて、30人で決める。やっぱりそれだけの責任がある協議会だと思うんですから、一々住

民投票を出すと言いよったら、これはここの合併協議会そのものが、今もう既に一に戻った

ような気がします。 

○松本会長 

 今言いましたように、住民投票の件につきましては、今日はそういう意見があったという

ことにさせていただきます。はっきりしておきたいのは、本当は今日は採決まで、糸島市と

いうことでいきたい予定にしておりましたけれども、それは次回送りということにさせてい

ただきたいと思いますが、これも採決とらにゃいかんと。（「いいですか」と呼ぶ者あり）

はい、どうぞ。 

○兵庫委員（二丈町） 

 すみません、二丈の兵庫ですけれども、皆さん言われることも、確かに一理あるかと思い

ますけど、さっき二丈の田中委員がおっしゃったように、こういう形で一項目一項目ずっと

やっていくとですけれども、これも本当言うたら30人ですべて決めていく予定でございます。

決めていかないかんわけでございます。それぐらいに皆さんが責任持って、本当に責任持っ

てここへ出てきてある方ばっかりだと。なおかつ、これは全部団体の長が出てきてあるわけ

でございます。その都度何かある場合は、すべてその方あたりが下に流して、ずっとそうい

う話をされてきておることであろうと思います。 

 今後は、こういうことになりますと、大変失礼ですけど、二丈は今から住民投票をやるわ

けですけれども、前原さんはこの合併というような大きなことで住民投票をやらずに、この

新市の名称だけで住民投票までやったらどうかというような話が出てくること、そのことは

どうも私は理解に苦しんどるわけですけれども、そういう問題が出ますと、ほとんどすべて

がこの30人は何のために出てきておるかなというような気がしてしようがないわけでござい

ますけれども、これは私は原案どおりということで賛成でございますけれども、これちょっ

と皆さんがおのおの考えながら、そうすると次回に送るということでございますけれども、

次回までにじゃあ結論が本当に出るのかなと思うんですけれども。 

○浦委員（前原市） 

 今、議長が言われたんですけれども、新委員が提案されて、住民投票はもうそれはしない

よと。しかし、今日結論を出すつもりだったけれども、次にしようという議長からの提案が

ありました。別に何ら恥ずかしい問題じゃないと思うんですよ。意見が出たから審議する。
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今日と決めとったばってん次回に回すよというのは、別に私は構わんじゃないかな。これは

幹事会から提案されたことについて、必ず今日結論出して、今日採決採ってということが今

から先できるのかできないのかですね。いろんなことがあったとき、この件については次回

に持ち越しましょうというのは当然じゃないかなと。私は今言われた、議長が提案されたこ

とに対して、そのとおりだと思います。 

○新委員（前原市） 

 新市名でございます。ほかの協定項目と同じように考えてもらっては困るわけです。私が

言っているのは、ほかの協定項目もすべて住民投票とか、あるいは住民の意見を聞かにゃい

かんとかいうことを言っているわけじゃございません。ほかの協定項目については、これは

新市ができて、議会が構成されて、その中で条例の改正とか条例案とか、いろんなことで決

定することができるわけでございます。変えることができます。ところが、新市名はたんび

たんび変えるわけにはまいりませんよ。たった一回の決定でございますので、もう少し慎重

に議論をさせていただきたいというふうに考えて提案したわけでございますので、決して間

違いがないようにしてください。僕は何もかも住民投票にかけろとか、住民に相談せろとか

言っているわけじゃございません。30人の権威ある委員の皆さん方ばっかりでございますの

で、そのくらいのことは十分承知しておりますので。ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

○松本会長 

 それでは、今、一応意見が出されました。今日はそういうことで結論は出さずに、（「よ

か、会長」と呼ぶ者あり）はい、どうぞ。 

○小河委員（志摩町） 

 確認をします。そういうふうで紛糾してきますと、次から次というようなことになる。そ

したら、どこで結論が出てくるのかわからんようになってしまいますよね。前回は、この名

称については、３回目には結論を出します。この会議は１回目に提案をし、２回目に協議を

し、質疑をし、３回目に審議しながら結論を出すという会の進め方をご説明になっておりま

したね。そうすると、やはり今日は、そこまで行くんじゃなかろうかという覚悟をして皆さ

ん参加されてあろうと思いますが、事によっては新委員おっしゃるように、その調整がつか

なければ次回に回すということになりますが、前回、そういうふうで３回目に結論を出すと

いうことを皆さんと確約をした事項でございますので、それが事によっては次に送ってもい

いという皆さんの承諾を得て、事を進められたらいいのではなかろうかと思いますが、どう
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でしょうか。 

○松本会長 

 ごもっともでございます。コンクリートのやり方でいけば、何が何でも３回目だというこ

とになるわけでございますけれども、前回も、前々回ですか、２回目で決定させていただい

た事項もございます。原則３回なんですが、そう願いたいところではありますけれども、ケ

ースによっては４回目までということも想定されます。 

 お諮り申し上げます。決定の仕方は原則３回なんですが、弾力的な取扱いで２回でやると

きもあれば、４回目までずれ込む場合があるんだということで、今後とも進めさせていただ

きたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○松本会長 

 失礼しました。今言いました、処理の仕方に賛成の方は挙手お願いします。 

    〔賛成者挙手〕 

○松本会長 

 全員挙手されました。ありがとうございました。それでは、協定項目３「新市の名称」の

件につきましては、次回にもう一度審議させていただきます。 

 続きまして、２番目、協定項目17「公共的団体等の取扱い」につきまして、前回までに一

応ご意見等は出尽くしたというふうに判断しておりますが、この件どうでございましょうか。 

 前回ご質問ございまして、漏れている団体等については、どう対応するのかというご質問

があっております。その報告をさせていただきます。 

○古川行財政専門副部会長 

 申しわけございません。行財政部会のほうから追加をさせていただいております。「公共

的団体等の取扱い」の関係の中でございます。今日、配付をしております資料の中にあるか

と思います。総務関係の取扱いの関係でございます。類似の団体の中で、１市２町類似のも

のということで、糸島地区救難組合連合会、これにつきましては、１市２町ともございまし

て、既に統一をされておりますので、調整の必要はございません。 

 それから、同じく２番目が、糸島地区交通安全協会でございます。これにつきましても、

１市２町で統一をされております。具体的調整の内容につきましても、一本化されているの

で、調整の必要はございません。 
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 それから、糸島地区暴走族対策連絡協議会でございます。これにつきましても、糸島１市

２町、同じような状況で設置をされております。これも既に一本化されておる団体というこ

とで、調整の必要はございません。 

 それから、糸島地区防犯協会でございます。これにつきましても、糸島地区で設置をされ

ております。そういうことで、一本化されている団体ということで調整の必要はございませ

ん。 

 それから、前原警察署少年補導員連絡会でございます。これも前原署ということで、糸島

地区で設置をされておりますので、調整の必要はございません。 

 それから、糸島地区沿岸警備協力会でございます。これも前原署のほうで設置をされてお

ります。地区としては糸島地区ということで設置をされておりますので、調整の必要はござ

いません。 

 それから、「公共的団体等の取扱い」の中で、消防関係の団体でございます。１市２町類

似のものといたしまして、福岡県消防協会糸島地区協議会ということでございます。これに

つきましては、県支部の糸島支部ということで、前原市、二丈町、志摩町で設置をしており

ますので、合併時に統合をするということでの調整でございます。 

 それから、福岡県消防協会前原支部ということで、これも県消防協会の組織として、前原

市に設置をされております。これにつきましても、新市との一体性を保つために、合併時に

統合できるように調整をする。 

 それから、３点目が、福岡県消防協会糸島支部でございます。これにつきましては、前原

市の支部と設立目的等は同じでございます。糸島郡として二丈町、志摩町で設置をしており

ます。これにつきましては、前原支部との統合を合併時に図るということでございます。 

 それから、４点目が糸島地区防災協会でございます。これにつきましては、糸島地区とい

うことで設置をされておりますので、既に一本化されておりますので、調整の必要はござい

ません。 

 それから、５点目が少年消防クラブということで、糸島消防本部の中に設置をされており

ます。糸島地区ということで設置をされておりますので、既に一本化されておる団体という

ことで調整の必要はございません。 

 以上です。 

○坂巻文化教育専門部会長 



- 15 - 

 社会教育関係がございますけれども、二丈町のほうに校区振興協議会がございます。これ

は一貴山、深江、福吉の３校区にございますけれども、これは二丈町独自の団体でございま

すので、現行のとおりとするということで調整内容といたしております。 

 以上でございます。 

○松本会長 

 前回ご質問に対する回答はよろしゅうございますか、それで。ほかに何かこの件に関しま

して質疑ございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○松本会長 

 ないようでございます。この件につきましては、「公共的団体等については、新市の速や

かな一体性を確立するため、それぞれの実状を尊重しながら、そのあり方について調整に努

める。」ということで、各市町共通の団体についてと独自の団体は「原則として、現行のと

おりとする。」という私どもの調整案でございます。これを原案のとおり決定させていただ

きたいと思いますが、では、賛成の方、挙手をお願いします。 

    〔賛成者挙手〕 

○松本会長 

 ありがとうございました。それでは、協定項目17「公共的団体等の取扱い」につきまして

は、原案のとおり決定いたしました。 

 では次は、33ページの協議第16号 協定項目19「町・字名の取扱い」についての件を議題

といたします。 

 前回は、前原市における住居表示の名称の変更はできるのかという質問があっておりまし

たので、答弁させます。 

○馬場行財政専門部会員 

 前回、柚木委員のほうからご質問があっておったというふうに思います。合併に伴ったと

ころで、住居表示、また町・字名を変えることができるのかというご質問であったというふ

うに思っております。 

 結論から先に申しますけれども、この合併に伴ったところで町・字名の部分については、

変更することができます。もちろん、合併だけに限らず、町・字名の部分については変更を

行うことができます。ただ、この変更するに当たっては、法的なものといたしまして、地方
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自治法という法律がございますけれども、この法律に基づいたところで議会の議決、また知

事への届け出、知事の告示というような手続きが必要となります。 

 以上でございます。 

○松本会長 

 よろしいですか。 

○柚木委員（前原市） 

 どうもありがとうございました。私が質問した意図は、要するに合併前にそういう住居表

示あたりが先にできるならば、合併してからやるよりも経費とかなんかがかからないんじゃ

ないかというものであって、今の回答を読みますと、手続きがかなり順序立てて要るという

ことでございますので、合併までにすべてを終わらかすというのは無理みたいな感じがいた

します。それで、私のほうは質問の回答としては理解しました。どうもありがとうございま

した。 

○松本会長 

 一応、前回の質問に対する整理は今させていただきました。「町・字名の取扱い」につき

まして、ほかにご質問、ご意見ございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

○新委員（前原市） 

 ２号委員の新でございます。「町・字名の取扱い」についてでございますが、もう一回お

尋ねしたいんですけれども、今までの大字と字名を削除されるわけですね。それと、もう１

つは、新市名称が決定しましたら、現在まで二丈町、志摩町の町が抜けて今までの自治体名

であります二丈、志摩がそこに続いてくる。どうでしょうか。新市名が決定しましたら、私

はもう今までの自治体の名前というのは、当然、恐らく前原市もなくなるんじゃないかなと

思いますので、一緒になくして、一つになるんですから、もう一気に新市名から大字を削除

したところでいく、それで地域名というほうが分かりやすくていいんじゃないかなと思いま

す。なぜかというと、何で二丈が残らないかんとかいな、志摩が残らないかんとかいな、そ

ういうやっぱり町になるわけでございますから、これはすっきりと新市名から大字分を削除

して直ちに地域名というふうになったほうがすっきりするんじゃないかなというふうに思っ

ておりますので、意見として出させていただきます。 

○松本会長 

 ただいまのご意見は、事務局側が、志摩、二丈については、志摩、二丈を住居表示で残す
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と。こういうご提案につきまして、前原と一体性を図るために取ったらどうか。取った住居

表示にしたらどうかというご意見でございます。ほかに何かございますか。 

○井上委員（前原市） 

 前原の井上でございます。実は、町・字名について、前回のときもかなりご意見が出てお

りました。１つに、新市になって大きい市になった場合、垣根ができはしまいかというよう

なご心配がなされておったと記憶しております。新市名は、次回ぐらいに多分決定されるで

あろうと思います。なった場合は、私もそこにあえて志摩、二丈の垣根が必要かな。どうい

う気持ちで幹事会が提案されたか、その理由は前段説明受けただけでございますが、その真

意というのは分かりませんが、大きい優しい気持ちで新市をつくるならば、垣根を取っ払っ

て、新しい市名、すぐ字名というのがすっきりしていいんではないか。それが大きな対等合

併の一つの印ではないかというふうな気がします、私の意見として。あえて町名を入れるん

じゃなくして、新しい新市名、即字名ということで考えられたらいかがかなという意見でご

ざいます。 

 以上です。 

○松本会長 

 ほかに何かありますか。 

 前回も大体同様のご意見がかなり出されておりました。この件は、ちょっとご意見がかな

り割れそうな気がします。それで、新市の名称と同様に、今日は持ち越しということで、次

回までには採決をお願いしたいと思っておるんですが、もう一度ということに「町・字名の

取扱い」「新市の名称」ともさせていただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。 

    〔「いいです」「ちょっと一言だけ」と呼ぶ者あり〕 

○小河委員（志摩町） 

 ２号委員の小河です。やっぱり志摩、二丈、非常に愛着があって、これはやっぱり外した

くない、確かに対等合併するんだから、もうそういったことを抜きにして、地域根性をなく

して、もう糸島なら糸島市でいいじゃないかというご意見も分かるとですが、二丈のことは

分かりませんが、やはり志摩とすれば、議会でも皆さん、やっぱりぜひ残すべきであろう。

志摩は志摩として残す。そういう非常に強く残したいという気持ちがあります。それで、あ

えて必ずのけてしまえとか、入れるとか入れんとかを強制する必要はない。地域がそれを望

めば、それを付けとっても別に何の支障があるかというと、何にも支障がなければ地域の思
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いをそこに込めておいてもいいんじゃなかろうかと思います。よろしくどうぞ。 

○松本会長 

 ご意見はよく承りました。これも次回送りにさせていただきます。 

 続きまして、「都市計画の取扱い」につきまして、今から議論していただきたいと思いま

す。これはいろいろ書いておりますけれども、35ページ、「都市計画マスタープランについ

ては、新市において新計画を策定する。なお、新計画が策定するまでの間は、現計画を新市

に引き継ぎ運用する。」ということから始めていろいろ書いてありますが、この幹事会案に

つきまして、引き続き審議させていただきます。 

 ご質問、ご意見ございましたらどうぞ。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○松本会長 

 それでは、別にご意見がないようでございますので、協定項目23「都市計画の取扱い」に

つきまして、今から採決をします。原案のとおり賛成の方、挙手をお願いします。（「ちょ

っと待ってください。意見があります。いいですか」と呼ぶ者あり）はい、どうぞ。 

○谷口委員（二丈町） 

 二丈の谷口でございます。前回、ちょっと質問をするのを私うっかりして、していなかっ

たので、採決ということでございますので、１つ心配事がございますので、質問させていた

だきます。 

 前回のときに、線引きの件については、これも二丈町にとりましては大きな問題でござい

ますので、質問させていただきました。もう１つ、私どもにとりまして大きな心配の種がご

ざいます。これは42ページの、セットバック、道路用地購入についてでございます。これは

前原市さん、二丈町、そして志摩町さん、それぞれ現状が違います。これの調整内容は、新

市において、新市の確か初議会になっていたと思うんですが、合併後最初の議会で狭あい道

路の整備に関する条例を制定するということになっとるわけでございますが、うちは結局田

舎町でございますので、漁師町とか昔の農家、そういう集落が多うございまして、狭い道が

たくさんございます。で、救急車とか消防車、あるいはバキューム車、そういったものが入

らないような道が多うございまして、それを解消するために、町が幾ばくかのお金を出して、

土地を買収しております。家を建てられるとき、４メートル未満の道路は４メートルにする

ために、ここをちょっと下がってくださいと。で、下がった分は町がお金を払って買収する。
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あるいはそこに塀がありましたら、その塀の分を補償しますよというような方法で、少しず

つ、しかしながら着実にそういうところの整備をしておりますが、前原市さんは、もう軒並

み建てるとき下がってくださいよと。その下がるところは寄付ですよというようなことでや

っておられると思います。 

 新市になりまして、前原市さんの方針でいくようになりますと、じゃあ二丈町の狭い道路

がそのようなことで寄付で地権者の方がしていただけるのかという不安がございます。そこ

いらを本当でしたらこの合併協議会の中で、ある程度具体的にしていただきたいなというふ

うに考えるわけです。 

 新市になって決めて、もう前原方式でやりますよと言われますと、二丈町の道の整備はほ

とんど多分できなくなるんじゃないかというふうに考えております。そこで、この協議会に

おいてある程度そこいらの具体策まで突っ込んだ調整をしていただきたいなというふうに考

えるわけでございますが、いかがでございますでしょうか。 

○松本会長 

 ただいまのご意見は、42ページ、いわゆるセットバックの話で、１市２町それぞれ違うわ

けなんですね。前原はいわゆる寄付、無償だと。志摩町は土地代だけだと。土地代だけ補償

しますよと。二丈町につきましては、上物の物件、例えば、塀とか立木とか、そこの補償ま

でしますと。三者三様でございます。それを調整案では、狭あい道路の整備に関する条例を

合併後の最初の議会で決めましょうという提案でございましたけれども、それではちょっと

不安だと。この場である程度煮詰めたもので調整案を出していただきたいと、こういうこと

ですかね。ということになりますと、今ここでちょっと結論出ません。多額の予算、二丈方

式を踏襲しますと単年度約30,000千円ですね。そういう財政需要が出てまいるということも、

これは試算ですけど、そういうこともありますので、今これ決められませんので、これも提

案趣旨を踏まえて、もう一度こちらでよく検討、提案者、二丈町さんともよく検討させてい

ただきまして、また次回へということにさせていただきたいと思いますが、いかがでござい

ますか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○松本会長 

 では、そういうことにさせていただきます。 

 今日、本当なら３回目で決定していただきたかった４項目ですが、「公共的団体の取扱
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い」につきましては、今日原案のとおりご決定いただきましたけれども、ほかの３件につき

ましては、次回送りということに今日のところはさせていただきます。 

 以上で協定項目の調整審議を終了いたします。 

 では次に、新たな提案でございます。今回、提案は「特別職職員の身分の取扱い」、「国

民健康保険事業の取扱い」、「保育所の取扱い」、「福祉制度の取扱い」、以上４点を、今

日は提案の説明をさせていただきます。提案しましたことに対するご質問のみとさせていた

だきますので、よろしくお願いします。 

○内場幹事長 

 お手元の資料の１ページをお願いいたします。協議第20号 協定項目13「特別職職員の身

分の取扱い」についての提案を説明いたします。 

 協議第20号 協定項目13「特別職職員の身分の取扱い」について、特別職職員の身分の取

扱いにつきましては、合併いたしますと、三役、議員及びその他の特別職等につきましては

失職することになりますが、三役及び議員の報酬、手当等、特別職の報酬に違いがあり、こ

れの調整が必要でございます。新市における審議会等の設置につきましても、調整をしてい

く必要があります。調整案といたしましては、１ 副市長の定数は、１人とする。２ 各種

審議会等の附属機関については、新市において当該附属機関のあり方を検討したうえで設置

する。３ 特別職職員の報酬については、前原市の報酬を基準に調整を行う。 

 以上を提案するものでございます。 

 なお、具体的な内容につきましては、関係専門部会より説明をさせます。よろしくご審議

をお願いいたします。 

○古川行財政専門副部会長 

 それでは、２ページをお願いいたします。行財政部会のほうから説明をさせていただきま

す。 

 １市２町の現状でございます。 

 特別職の報酬でございます。前原市の場合、市長898千円から議員466千円までというふう

になっております。かっこ書きにつきましては、下に書いておりますように、18年４月１日

から21年３月31日までの間ということで減額がなされております。二丈町につきましては、

町長710千円から議員の263千円まで、志摩町におきましては、町長715千円から263千円でご

ざいます。 
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 それから、期末手当につきましては、町長、副市長、教育長、議長、副議長、議員という

ことで、期末手当６月が100分の160、12月が100分の175ということで、１市２町とも支給を

されております。また、特別職の期末手当につきましては、常勤の特別職の職員、それから

教育長の給与に関する条例等に、町職員の最高給の職員の加算率により調整を行うというこ

とで条例で決められております。それに伴いまして、前原市の場合は100分の25を加算、二

丈、志摩町につきましては、100分の15を加算するものでございます。 

 それから、政務調査費につきましては、前原市のみ月額27,500円ということで支給をされ

ております。 

 それから、執行機関の委員等の報酬でございます。これにつきましては、地方自治法第

180条の５に規定をされまして、地方公共団体に設置が義務付けられております委員会、委

員でございます。これにつきましては、１市２町とも同じく教育委員会、農業委員会、監査

委員、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員会ということでございます。金

額につきましては、市町により月額または日額ということです。 

 これの具体的な調整内容でございます。副市長の定数は１人とする。各種審議会等の附属

機関については、新市において当該附属機関のあり方を検討したうえで設置する。特別職職

員の報酬については、前原市の報酬を基準に調整を行う。ただし、行政区長、駐在員につい

ては、平等割を重視した調整を行うという内容でございます。 

 続きまして、３ページでございます。 

 その他の非常勤の職員ということで、これは１市２町、行政区長、または駐在員というこ

とで名称がなされております。前原市が85名、二丈町が35名、志摩町が43名ということで、

任期につきましては、前原市は行政区長の任期、二丈町、志摩町においては２年間というこ

とで任期が定められております。報酬につきましては、平等割、世帯割の２本で計算がなさ

れております。 

 それから、その他の附属機関等の委員ということで、各市町、附属機関の設置に関する条

例等を定めています。その中に決められた委員等の報酬でございます。前原市の場合、委員

長4,900円、委員が4,700円、二丈町が委員長が4,100円、委員が3,900円。志摩町の場合は、

委員長が3,500円、委員が3,500円ということになっております。 

 それからまた、予防接種等で法によって設置をされています予防接種健康被害調査委員会

委員です。こういう方につきましては、医者等が委員となられております関係上、報酬は高




